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午前９時３０分 開会 

 

○委員長（寺脇直子君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ３月定例会におきまして、総務建設常任

員会の委員長に就任いたしました。長澤正

秀議員の御逝去は突然のことで非常に残念

です。心よりお悔やみ申し上げます。 

  緊急事態宣言は解除されましたが、依然

として新型コロナウイルスの感染症は全国

的にも増加傾向にありますので、感染拡大

が止まらない状況が続いております。いま

だに収束の気配がないので、引き続き皆さ

ん十分な手洗いやマスクの着用など感染症

対策への御協力をお願いいたします。 

  それでは、座らせていただきます。 

  ただいまの出席委員は４名であります。 

  定足数に達しておりますので、総務建設

常任委員会を開会いたします。 

  新型コロナウイルス感染症対策で委員間

の距離を取るため、通常の席から変更をし

ております。皆様にはマスクの着用をして

いただいておりますが、発言の際にもマス

クを着用のままでお願いいたします。 

  また傍聴につきましては、スペースの関

係上、第１会議室にて音声傍聴の形を取ら

せていただきますので御了承願います。 

  委員会開会に当たりまして、町長より御

挨拶がございます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆様、おはようございます。 

  季節の変わり目でございます。これまで

コロナ、コロナということで、本当にマス

ク、手洗いということをしておりましたけ

れども、一つは2.５もそうですけれども花

粉これは収まるとは思うですけれども、季

節の変わり目のところややもすると体調壊

しぎみだと思いますので、どうぞ委員の皆

様方には御自愛を賜りますようよろしくお

願いをいたします。 

  本日の総務建設常任員会、付託させてい

ただいた案件につきまして丁寧に説明させ

ていただきますので、どうぞ御審査いただ

けますようによろしくお願いいたします。 

  ありがとうございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の審査事項はお手元に配付のとおり

でございます。 

  令和３年３月定例会議付託案件について

を議題といたします。 

  第６号議案、町長等の損害賠償責任の一

部の免責に関する条例制定の件を議題とい

たします。 

  永谷議長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  おはようございます。 

  私のほうから報告させていただきます。 

  同議案につきましては、地方自治法第２

４３の２第２項の規定によりまして、議会

がこの条例の制定または改廃を議決しよう

とするときは、あらかじめ監査委員の意見

を聴かなければならないと定められており

ますので、去る３月１日付で監査委員に対

しまして意見聴取の照会文書を提出しまし

たところ、同月５日付でお手元に配付して

おりますとおり回答がございました。 

  本条例案は町長等が職務を行うにつきま

して、善意でかつ重大は過失がないときに

町長等の損害賠償責任の上限を定めるもの

でございまして、地方自治法第２４３の２

に基づきまして同法施行令第１７３条第１

項第１号に規定する参酌基準の適用は妥当

であり、特に異議がありませんという回答

がございました。 

  以上、報告を終わります。よろしくお願

いします。 
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○委員長（寺脇直子君） 

  それでは、第６号議案の提案理由の説明

を求めます。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  おはようございます。秘書人事課、池田

です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、第６号議案、町長等の損害賠

償責任の一部の免責に関する条例制定の件

につきまして御説明申し上げます。 

  議案書の４ページから５ページ、条例の

概要資料並びに本日お手元に配付しており

ます資料を併せて御覧ください。 

  まず制定の理由でございますが、平成２

９年の地方自治法の一部改正により、町長

等の町に対する損害賠償責任につきまして

条例で定める額を控除した額を免除するこ

とができることとされました。当該条例に

つきましては、政令で定める基準を参酌し

て政令で定める額以上を条例で定めること

とされていることから、政令の基準を参酌

しまして条例を制定するものでございます。 

  続きまして、今回自治法のほうが改正さ

れたということで、お配りしております資

料のほうをちょっと御覧いただきたいんで

すけれども、平成２６年に国におきまして

地方行政体制の在り方や議会制度、監査制

度の地方公共団体のガバナンスの在り方に

ついて、第３１次地方制度調査会のほうに

諮問されまして、平成２８年に答申が取り

まとめられました。その答申に地方公共団

体のガバナンスの在り方につきまして、

点々の括弧内にある指摘のほうがございま

した。 

  １つ目としまして、長や職員への事務へ

の影響ということで、住民訴訟は組織の責

任を個人の責任として追及するものである

以上、公務員個人に莫大な損害賠償責任が

課せられる可能性があることで、長や職員

の積極的な職務遂行が委縮するのではない

かとの指摘。 

  次に、国家賠償法上の求償権との関係と

いうことで、国家賠償法で公務員個人が損

害賠償責任を負う要件といたしましては、

故意または重大な過失がある場合に限られ

るのに対しまして、住民訴訟制度では軽過

失の場合も損害賠償責任が認められ、責任

の程度が重過ぎ、均衡が取れていないので

はないかとの指摘。 

  ３つ目に、議会による長や職員の責任の

免除ということで、住民訴訟の継続中に地

方公共団体、自治体が議決により損害賠償

請求権を放棄することは、長や職員の損害

賠償責任の有無について曖昧なまま判断す

ることとなり、住民訴訟制度の趣旨を没却

するのではないかと、このような指摘がご

ざいまして、この指摘を受けて平成２９年

６月に地方自治法の一部を改正する法律が

公布され、昨年の令和２年４月１日に施行

されることとなりました。 

  この条例案につきまして変更するところ

でございますが、資料の左側、中ほど下で

すかね、表になっているところを御覧くだ

さい。 

  表中、左側が現行の制度でございます。

変更となりますのは③の項目で、現行は損

害賠償請求について免責を行う場合は、議

会の議決により債権放棄を行うこととなり

ますが、条例案では条例により自動的にあ

らかじめ定めた損害賠償責任限度額を超え

る金額が免責されることになります。免責

したときは、地方自治法施行令第１７３条

第３項の規定によりまして、その金額等を

議会に報告するとともに公表することとな

っております。 

  条例案の適用の例示でございますが、条

例が適用された場合、仮にですが１億円の

損害賠償請求が住民訴訟で確定し、団体の
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長である町長が個人である町長に請求する

という場合で御説明申し上げます。 

  町長の基準給与年額、年収が仮に1,００

０万円と仮定した場合に、賠償の責任を負

う額、つまり損害賠償請求額１億円から条

例で定める額、町長の基準給与年額1,００

０万円の６倍に当たる6,０００万円を控除

して得た額、つまり4,０００万円が免れる

額となります。したがいまして、個人であ

る町長が実際に賠償の責任を負担する額は、

6,０００万円となるものでございます。 

  次に資料の右側、条例適用のフロー図を

御覧ください。請求人が違法または不当な

公金の支出が認められるであろう場合に、

町が被った損害を町長や職員等に補填させ

るために必要な措置を講ずることを請求す

るなど、地方自治法第２４２条に規定する

住民監査請求を提出すると。請求の内容に

つきましては、監査委員により事実認定が

行われ、事実認定の結果、左のほうですね、

必要な措置または請求棄却の判断に不服が

ある場合におきましては、住民訴訟が提起

されまして裁判において損害賠償の請求を

命ずる判決が確定した場合は、団体の長で

ある町長は個人である町長または職員等に

損害賠償請求をすると。この損害賠償請求

をするときに、裁判所の判決の内容から故

意または重大な過失があるのか、善意かつ

重大な過失がないのかを判断し、判断の結

果、故意または重大な過失がある場合につ

きましては今回提案させていただいており

ます条例の適用はなく、個人である町長ま

たは職員が損害賠償請求を免責されるとい

うことはなく全額支払いをすると。善意か

つ重大な過失がない場合については、今回

御提案させていただいております条例が適

用され、条例で定める限度額を超える部分

は免責するという形になります。 

  上のほう、監査委員による事実認定のと

ころからですね、事実認定により勧告を受

けた団体の長である町長は、必要な措置を

講ずるか検討して講じない場合は、請求人

から先ほど同様に住民訴訟が提起され以降

の手続は先ほど同じで、監査委員による事

実認定により勧告を受けた団体の長である

町長が、必要な措置を講ずるか検討し必要

な措置を講じる場合、個人である町長また

は職員等に損害賠償を請求しますが、町長

の判断した内容に不服がある場合は同様に

住民訴訟が提起され以降の手続は先ほどと

同じということになります。 

  このフロー図には、すみません、ちょっ

と記載をしておりませんが、条例案が適用

され一部免責した場合は、先ほど申し上げ

ましたとおり自治法の施行令に基づきまし

て議会に報告し公表するというような流れ

になっております。 

  なお、議会のほうに報告する政令で定め

る内容でございますが、賠償責任の原因と

なった事実及び賠償責任額、条例に基づき

控除する額及び根拠、責任を逃れた額とい

うふうに定めがございますのでこの部分を

公表するということになります。 

  続きまして、ちょっと資料ではなく条例

の概要の説明をさせていただきます。 

  第１条の規定は、この条例の趣旨につい

て法令の規定に基づき本条例を定めること

としております。 

  第２条の規定は、損害賠償責任の一部の

免責について規定しており、町長等が職務

を行うにつき善意でかつ重大な過失がない

ときは、賠償の責任を負う額から地方自治

法施行令第１７３条第１項第１号に規定す

る地方公共団体の長等の基準給与年額に、

町長等の区分に応じ第１号から第４号に定

める数を乗じて得た額を控除して得た額に

ついて逃れさせるもので、この基準は自治

法施行令の基準を参酌し同様の額を定めた



4 

ものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は公布の

日から施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定いただきますようよろしくお願い

いたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  おはようございます。管野です。 

  まず説明資料の中の基準給与年額という

のは手当を引いた分ですけれど、今町長は

３０％減額をされていておまけにコロナで

１０％減額されていますが、元の金額なん

ですか。８２万円という額なのか、５７万4,

０００円、月額では。どちらの額ですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  町長の基準給与年額の考え方でございま

すが、法律のほうで基準給与年額の定義と

いうのは当然定められておりまして、今委

員おっしゃるように、退職手当であるとか

扶養手当というのは含まないというふうに

定められてるわけですが、今、各自治体で

独自カットというんですかね、給与の減額

等をしている中でどちらの額をちょっと採

用して積算するかというところまでは、実

はまだはっきり出てきてるものがございま

せんでして、ほか、これからちょっと事例

がまだ少ない中なのでちょっとその団体の

状況とかを見ながらですね、適正に運用は

していこうというふうに考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  塩川町長、３０万円くらい違うんですよ

ね。ここをやっぱり先に決めておかないと

議論にならないんじゃないんですか。例え

ば、満額で掛ける６にした場合、そこは町

で決めないんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  申し訳ございません。先ほどの基準給与

年額の考え方でございますが、実際にそう

いった行為があった時点での給与の金額と

いうのを基礎とするというふうに定められ

ておりますので、今現在カットをされてい

るわけですけれども、本来の給与に基づく

年収が基準になるものというふうに考えて

おりますので、条例の本則どおりの額を基

準に計算すると。６倍で計算するというこ

とでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  それなら今、もし何かあったときは大変

なことになりますよね。給与は今少ないの

に、弁償する額が８２万、月額で、分かり

ました。 

  そしたら、（４）の職員なんですけども

会計年度任用職員も入りますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  すみません、ちょっと会計年度任用職員

をこの条例の中でですね、職員に含むかど

うかというのは、すみませんちょっと確認

できてませんので、すぐ確認させてもらい

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 
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  中川です。おはようございます。 

  先ほどの条例適用のフローという資料説

明の中でもございましたけども、要は、結

局は裁判所の判断の結果をもって、それが

故意または重大な過失に当たるかどうかと

いうふうな判断材料になるというふうな御

説明やったと思うんですけども、まずこの

文言ですね、重大な過失というのはどこか

らどこまでが重大で、どこからどこまでが

重大でないという、そういうふうな線引き

いうのはどのように考えるんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  重大な過失とはどういうところを含むか

ということですが、実はこの重大な過失と

いうのは判例が出ておりまして、僅かな注

意をすれば容易に有害な結果を予見し、回

避することができたのに、漫然と看過した

ようなほとんど故意に近い著しい注意欠如

の状態をいうというふうに判例が出ており

ます。ですので、その辺りを参考にしなが

らですね、最終的には判決とこの内容を参

考に町長、地方公共団体のほうで最終的に

は判断するということになってくるかと思

います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  結局今おっしゃったような内容でもって、

重大か重大でないかを判断するということ

なんですけど、その判断されるのは、今お

座りになっている理事者側の方になるとい

うことなんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  裁判の結果というのは、もう当然に中身

をよく確認をさせていただきまして、判決、

一番いいのは判決の中でこういう文言で判

決が言い渡されれば一番分かりやすいんで

すが、必ずしもそうでないケースもござい

ますので、裁判の判決趣旨を参考に最終決

定は地方公共団体、豊能町のほうで決定を

するということになります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  あとですね、この時期的なものなんです

けども、実際、裁判に訴えられている立場

の町長なり職員さんという立場の方が、実

際、今現在その立場におられる場合もある

し、例えばもう辞めてから後に何かこんな

問題が出てきて、過去に遡って何かこんな

訴えられるとかいうふうな、そんな場合も

あったりするんかなと思ったりして、そん

な場合はどのように、今はその立場じゃな

いけども当時のその立場、その当時の立場

で計算するとか何か判断するとかそのよう

なことになるのか、その辺り現状と既にも

う過去の立場というかそういうふうな場合

のことは、どんなふうに考えたらいいんで

しょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  住民訴訟を提起されてということになり

ますので、当然現職のときに提起されてそ

の間に結審するということもございますが、

当然退職した後に結審してそれに基づいて

ということもございますので、現職に限る

とかというものではございませんので、結

審した結果をもとにですね、遅滞なく請求

をすると、条例が適用されるということで

ありましたら免責をした残りの分ですね、
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これについて請求を行っていくということ

になってくるかと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  このＡ３の右側の大きな点線で書いてあ

る善意でかつ重大な過失がないというのは

誰が判断するんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  資料右側の点線の善意でかつ重大な過失

がない、これの判断を誰がするかというこ

とですが、最終的には町がするということ

になります。ただ判断するときの材料とい

たしまして、先ほど申し上げました裁判の

結果を参考にさせていただいて、最終、町

が判断するということになります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  その町長、町が判断した、で賠償請求す

るのが町長だった場合、本人がするんです

か。第三者委員会とか立ち上げて、それを

決定するとかということは講じないんです

か。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  町長が町長にというお話でございますが、

町長個人に請求する場合は、自治法上です

ね、代表監査委員が請求するというふうに

定めがありますので、仮に個人に請求する

場合は町長が請求いたしますが、個人であ

る町長へ請求する場合は代表監査が請求す

るということでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  そしたら裁判にかけて、例えば１億円支

払わなければいけないけれども、裁判所の

判断で6,０００万になるということもあり

ますよね、減額っていうのは。それでも、

これが適用されるということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  裁判が結審したときにですね、実際、裁

判で例えば１億円の請求に対して6,０００

万という結果が出たと、裁判の結果にこれ

は左右されるものではございませんでして、

出た結果、請求しろと裁判所が言ってる金

額ではなくその内容ですね、これが過失が

どうであるとかということをこちらで考え

て、条例に当てはまるか当てはまらないか

というところで請求しますので、裁判所が

判決を言い渡した額を参考に何かするとい

うものではございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  お金に関わることというのは必ず議決が

あると思うんですが、議会の責任というの

は問われないんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  今回、提案させていただいておりますこ

の条例につきましては、特に議会の議決を

要するものではございません。 

  議会のほうには報告をするということは

法で決められておりますが、債権放棄をす

る場合につきましては、当然議会の議決を

要しますので、議会に御判断をいただくと
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いうことになりますが、今回御提案させて

いただいている条例につきましては議会の

議決を要するものではございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  説明が悪かったのかもしれませんが、一

番最初の件です。 

  例えば、例えたくないですけど、ダイオ

キシンのことで議決しましたよね、9,６５

０万円で、議決と違うことをしているとき、

そういうことです。だから、議決をしてい

るにもかかわらず議決と違うことをしたと

いうのは、これは故意または重大な過失と

いう形なんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  申し訳ございません。議会で議決したと

言われますのは、何に対して議決をされた

ということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  一番最初のその事業に対して議決をしま

すよね。議決と違うことを行政がやった場

合です。だから、それは住民が無駄遣いと

いうんですか、そうやって判断したときは

住民監査請求で裁判になりますよね、その

ことです。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  すみません、ちょっと私の考え方が間違

っていたら御指摘いただきたいんですが、

議会で議決したというのは何らかの事業を

することに対しまして議会で議決したにも

かかわらず、その議決内容とは相反するこ

とをした場合にどうなるかというような御

質問でよろしいですかね。 

  恐らく議会で議決されたことに対しまし

て、そのとおり履行していないということ

になりますので、今回条例を挙げさせてい

ただいてる分というのは善意でかつという

ようなところに当たりますので、今のケー

スはそこには間違いなく該当しないので、

条例は適用せずに全額をその者に請求をす

るというような形になるかと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  これあくまでも裁判で争って結論が出て

からというふうな内容になってますけども、

裁判で白黒判決が出る形じゃなくて、例え

ば訴えられている側、訴える側とが和解す

るとかいうふうな場合、そんなんもあった

りするんかな。そんな場合はこれは適用さ

れないとかいうことになるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  裁判、判決でどういう判決の内容が出る

かというところによってくるのかなと思う

んですけれども、あくまでもこの条例につ

きましては、監査請求が行われている内容

について、そういう重大な過失とかがある

かないかというところで、この条例を適用

するかどうかというところを判断いたしま

すので、和解の中で幾分かでも例えば請求

をするとかというような判決が出ている場

合には、その判決の内容が故意または重大

な過失があるかどうかということを同じよ

うにこちらのほうで判断して、条例が適用

される場合であれば、条例を適用後の金額
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を請求いたしますし、条例が適用されない

というようなケースであれば出た判決どお

りに請求をするということになるかと思い

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ちょっといいですか。 

  ちょっと確認したいんですけども、この

善意でかつ重大な過失がないときという、

この善意というのは法律用語だと思うんで

すけど、この法律用語について説明をお願

いします。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  申し訳ございません、法律用語でいう善

意とは何かというのは、ちょっとすみませ

ん、手元に資料がございませんので調べて

またすぐ報告いたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  対象者の方がみんな一緒にやった場合で

すね、１番、２番、４番の方が一緒に、一

緒にやった場合、この場合も６倍、４倍、

１倍で、その請求金額に対してこういう請

求をされるということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  委員のおっしゃるとおり、今回訴えられ

てる者が複数いてるという場合には、それ

ぞれここに定める区分に応じまして請求の

ほうをさせていただくということになりま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  職員はあと処分されますよね。戒告とか

訓告とか、そういうのも併せて賠償責任、

賠償してもそういう処分もされるというこ

とですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  今回、賠償責任を負うというところでご

ざいますので、今委員おっしゃられている

処遇の処分についてはまた別物ですので、

例えば賠償を請求したからそういう処分が

ないとかそういうものではございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田です。 

  申し訳ございません。先ほど言ってまし

た会計年度任用職員ですが、申し訳ござい

ません、職員というくくりですので当然会

計年度任用職員も含むということになりま

す。 

  あと、善意というところで法律用語とい

うことでございますが、善意というのはで

すね、全く事情を知らないということを善

意という形で定められております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  それでは質疑を終結いたします。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  住民監査請求から裁判へという流れのほ

かに、業者が自治体の施策によって莫大な

損害が生じたとして裁判を起こすケースが

ありますね。ダイオキシンがそうだと思う

んですけど、この場合も一部免責が適用さ

れるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 
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  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  今回の条例につきましては、町長と職員

が行ったものについてということですので、

この条例に基づいて町との請負の関係にあ

る業者に対してこの条例を適用してという

ことはありません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  先ほどの回答で、会計年度任用職員も含

むということなんですけれども、そういう

ことを知ってお仕事をなさっているんでし

ょうかね。そこまでを説明して仕事をなさ

っていないんじゃないかと思うんですね。

職員は公務員になったときに気持ちが、固

い気持ちがあったと思うんですけど、そう

いうことを伝えてありますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  会計年度任用職員にそういう認識といい

ますかというのを伝えられてるかというお

話でございますが、あくまでも会計年度任

用職員につきましても地方公務員法一部適

用されておりますので、私どもの一般職に

つきましても、こういう細かいところまで

を責任があるのよとかっていうような話は

特にはしていないんですが、職員である以

上はですね、やはりそういう認識を持って

業務に取り組んでいただきたいというふう

に考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  この条例を制定するに当たり、反対に住

民訴訟を起こしにくいっていうんですか、

そういうことにならないかなというような

考えがあるんですけど。責任を、例えば先

ほどの例でも、１億円の例ですけども、町

長は6,０００万でええんやということで、

反対に住民訴訟を起こしにくいというか、

住民の権利というんですか、それが黙殺さ

れるということはないんですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  この自治法が改正されるときにですね、

この住民訴訟制度が形骸化するのではない

かというような、当然議論があったわけな

んですけれども、あくまでもですね、この

フローの上のほうにもあるように、住民訴

訟、住民監査請求自体は当然これは住民の

権利でございますので、当然訴えていただ

きまして、あくまでも故意であるとか悪意

にした場合については、この条例は適用を

除外しておりますので、ここは従来どおり

その損害に当たる部分の請求行為をしてい

ただくということになるかと思いますので、

特にこれを制定することによりまして、住

民訴訟を形骸化するというようなものでは

ないと考えております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  反対討論ありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 
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（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

  挙手全員であります。よって、第６号議

案は原案のとおり可決されました。 

  第７号議案、豊能町監査委員条例改正の

件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  浜本総務課長。 

○総務課長（浜本正義君） 

  おはようございます。総務課、浜本です。 

  第７号議案、豊能町監査委員条例改正の

件について説明をさせていただきます。 

  議案書の６、７ページ、条例の概要資料、

新旧対照表を併せて御覧ください。 

  改正の理由ですが、地方自治法第２００

条第２項の規定により、監査委員に事務局

を設置するため所要の改正を行うものでご

ざいます。条例の改正内容ですが、第１１

条を第１２条に繰下げ、第１０条の次に第

１１条として事務局の設置、事務局に配置

する職員、事務局の職員定数についての規

定を追加するものです。 

  附則としまして、第１項ではこの条例は

令和３年４月１日から施行することとし、

第２項では豊能町職員定数条例を一部改正

し監査委員の事務局の職員定数を追加し、

第３項では職員の管理職手当に関する条例

を一部改正し監査委員事務局長の管理職手

当を追加するものです。 

  説明は以上です。御審査いただき御決定

くださいますようよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  このたびのこの事務局の設置というのは、

地方自治法の規定に基づきというふうなこ

とになってますけども、事務局というか職

員さんいうんかね、そういう方がいらっし

ゃってそういう方が何か作業とかせないか

んというふうな位置づけなのかなと思うん

ですけども、それでよろしいんですかね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  浜本総務課長。 

○総務課長（浜本正義君） 

  総務課、浜本です。 

  委員おっしゃるところがございます。 

  ただですね、これまでも監査委員事務局

これは総務課内に任意の組織でありました

けれども、それを法律に基づいて、条例に

基づいて設置しようというものでございま

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  その局員さんというのは、当然職員さん、

実際の役場の職員さんが兼務するというふ

うなことでよろしいんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  浜本総務課長。 

○総務課長（浜本正義君） 

  総務課、浜本でございます。 

  本町では兼務という形でとらせていただ

こうと思っております。ただ、大きい自治

体さんなられますと監査事務局専任で職員

いうのもいらっしゃいます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  新旧対照表の１分の１ですかね、２ペー

ジ目いいますか、そこの支給月額４万5,０

００円というふうな額がありますけども、

そうしましたら職員さんで局員の方、局長

かなこれは、局長になられた方はこの給与

も通常のお給与とは別にいただけるという

そういうふうなことになんですね。 
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○委員長（寺脇直子君） 

  浜本総務課長。 

○総務課長（浜本正義君） 

  総務課、浜本でございます。 

  監査委員事務局長の管理職手当は４万5,

０００円と決めさせていただいております

けれども、ただ今現状で言いますと、私総

務課長と、この条例をお認めいただきます

と総務課長という立場とそれと監査委員事

務局長の立場、２つございますので両方の

管理職手当の支給はないということになり

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

  挙手全員であります。よって、第７号議

案は原案のとおり可決されました。 

  第１１号議案、豊能町立コミュニティセ

ンター条例改正の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  泊農林商工課長。 

○農林商工課長（泊 進君） 

  おはようございます。農林商工課の泊で

す。 

  第１１号議案、豊能町立コミュニティセ

ンター条例改正の件につきまして御説明申

し上げます。 

  議案書の２０、２１ページをお開きくだ

さい。併せて議案概要も御覧ください。 

  今回の提案理由としましては、コミュニ

ティセンター右近の郷の使用料につきまし

ては、施設を利用する際、事前に利用申込

書を提出いただくこととしており、その際、

料金につきましても併せて納付いただくこ

ととしております。 

  しかし、昨今のコロナウイルスのような

事態により急遽施設が利用できなくなる場

合、既に納付された使用料に対し返金等に

関する事務が生じることが予想されます。

昨年からのコロナウイルスに対する対応の

中で、そういった返金等に関する作業が実

際に起こったわけではございませんが、今

回の改正により施設利用後でも料金を徴収

することが可能とすることで、返金等が生

じた場合の事務の簡素を図るとともに、あ

わせて利用者の利便性の向上が図られるも

のと考えています。 

  また町内の施設では本右近の郷と、第１

２号議案に挙げられている公民館等の施設

が同様の状態となっておりましたので、今

回同時に改正することで施設利用者に混乱

等が生じないよう配慮したいと考えていま

す。 

  説明は以上です。御審査いただき御決定

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  継続で借りてらっしゃる方いらっしゃい

ますよね、今。その方に対しても、月払い

とか後払いにされているんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊農林商工課長。 

○農林商工課長（泊 進君） 

  農林商工課の泊です。 

  現在のところは、月払いということは最

初のほうに月の初めのときにいただいてお
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りますが、一応今回幅を広げるということ

で、月末でもということは可能なのかなと

思ってますが、運用上はこれまでどおりの

ほうが、これまでどおりでもできると思っ

てますので、そこのところは運用で考えて

いきたいなというふうに思っています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  いろいろ物を置いてらっしゃってて、す

ぐに撤収ということもないからずっと使っ

てはると思うんで、その場合は前払いとい

う形でもいいということですね。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊農林商工課長。 

○農林商工課長（泊 進君） 

  農林商工課の泊です。 

  おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございませんか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  ちょっと疑問に思うことがありまして、

何で今まで前払いだったのかなという、そ

んな質問してええのかどうか分からんけど、

ちょっと私は思うには何か物を買ったり、

何かするとなった場合、それのことが終わ

ってから通常お金を払うというね、私は一

般的にはそういうのが普通かなというふう

に思っておったので、こういう先にお金払

わなあかんというのがちょっと疑問があっ

たんですけど、もともとその先に、初めに

お金払わなあかんというのは何か、何か理

由があったんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊農林商工課長。 

○農林商工課長（泊 進君） 

  農林商工課の泊です。 

  特に決まりとかはなかったと思うんです

けども、使用料という扱いですので事前に

徴収するという、施設との整合とかもあっ

たかと思いますので、そういった形で徴収

していたのではないかなと。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  今までは初めにもらってた、それを今度

は後からもらうということになって、お金

の入る時期が変わりますんで、そういった

意味でそれが困るいうことは別にないんで

すね、後からもらうということに対して。 

○委員長（寺脇直子君） 

  泊農林商工課長。 

○農林商工課長（泊 進君） 

  農林商工課の泊です。 

  後からというのも、実際は施設の鍵の受

渡しとかそういったところでお金のやり取

りができるのかなと思ってます。なので、

例えば後日に納付書を送って別に徴収する

とかそういったことは考えてはおりません

ので、特に支障とかはないのかなというふ

うには考えています。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

  挙手全員であります。よって、第１１号
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議案は原案のとおり可決されました。 

  第１３号議案、町道路線の認定、廃止、

一部廃止及び変更の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。おはようございます。 

  それでは第１３号議案、町道路線の認定、

廃止、一部廃止及び変更の件につきまして

御説明いたします。 

  議案書２５ページからと、先日全員協議

会でお配りしました両面刷りのＡ３図面、

お持ちでしたら御一緒に御覧ください。 

  提案及び提案内容ですけども、道路法第

８条第１項、第１０条第１項及び第２項の

規定により路線を認定、廃止、一部廃止、

路線の変更を行うに当たり、道路法第８条

第２項及び第１０条第３項の規定により議

会の議決を求めるものでございます。 

  次のページの２６ページです。 

  １つ目、認定路線ということで、これに

ついては新規に町道認定を行うものでござ

います。具体的にお話させていただきます。

整理番号１の町道石中線、これは切畑地区

になりますけども、そういった合計１１路

線になりますが、これらにつきましては既

にもう３０年以上使用されておりますけど

も、今回路線の認定漏れが判明しましたの

で新規認定するものでございます。 

  それから続きまして、２の廃止路線です

けども整理番号１２の余野上所線について

は補助整備の換地処分によって廃止漏れが

判明しましたので廃止するものでございま

す。 

  それから３番目の一部廃止路線のほうで

すが、整理番号１３の向山線、こちらにつ

いては補助整備の換地処分によりまして一

部廃止するというものでございます。 

  それから、４つ目の変更路線については

整理番号１４水汲線と整理番号１５の余野

平田線ですけども、こちらについても補助

整備の換地処分により道路都市の機能が一

部なくなっておりますので、路線を変更す

るものでございます。 

  御審議いただきまして御決定いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  この間もちょっとお伺いしたような内容

になるかもしれませんけども、この認定漏

れそのものが発生したというのはどういっ

たことが要因なのかな、ちょっとお聞かせ

いただけますでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。 

  大きく二つありまして、一つは切畑地区

等の補助整備の換地処分に伴いまして、本

来でしたら道路がそのときにもともとの従

前の道路が新しく補助整備によって付け替

わっておるんですが、従前のままになって

おったというところがずっとですね。それ

に伴って、今回改めまして起点終点が変わ

っております。場所が変わっておりますの

で認定とか変更とかさせてもらうといった

ものでございます。 

  もう一つについては、特に１番目の認定

路線の整理番号２から１１番の西地区とか

東地区の住宅開発に伴うものの路線認定に

ついてなんですけども、これ全部全て階段

部分に当たります。こちらについては、既

に供用開始というか道路が使用されて３０

年以上経過しておりますけども、そのとき

に本来でしたら開発と同時に、ほかと一緒
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に、今回の場合でしたら４ｍ未満ですので

通路という形で認定していかないといけな

いところではございますが、それがその当

時ですね、きちんと町道認定にされてなか

ったというのが、今回判明しましたので今

回認定させてもらうといったところでござ

います。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  もしも今までずっと、特に階段部分につ

きましては気がつかなかったいうことには

なるんでしょうけども、何かその階段でち

ょっとここ不備があるよとかいうふうな形

で住民さんからお声があるとか、もしもそ

んなお声がもしあったならば、これ漏れて

るねみたいなことが、気がつくようなこと

もあったんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。 

  委員おっしゃるとおり、そういった場合

に、もし工事発注する場合はその路線名を

ネーミングに何々線維持補修工事とかいう

形で発注する場合が多うございますので気

づいたかもしれません。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  実はこの２６ページの１１番ですね、今

回の路線名ときわ台通路４号線、ときわ台

６丁目のところの分なんですけども、実は

階段の手すりがかなり腐食していて、もう

がさがさになっておって、そこを握ったら

もう手ちょっと切れるかもしれないみたい

な御意見がもう２年かな、２年ぐらい前や

ったかございまして、そのことをちゃんと

建設課のほうに当時お伝えをさせてもらっ

たら、そこのこれだけやなくて、手すりだ

けやなくてこの土台そのものも傷んでるか

ら根本的にちょっとやらなあきませんから、

ちょっと今すぐできませんみたいなことで、

ようやくこの間、永谷議長のほうからもど

うもお話があったみたいでようやくできた

ということなんですけども、もう私は既に

２年ぐらい前にそこの手すり危ないよ、ち

ょっと危険よ言うてお伝えしてあったけど

も、じゃあそのときには気づかなかったい

うことですか。ここのこと。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。 

  申し訳ございません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  じゃあちょっと、この道路の路線の廃止

や変更によって住民の皆さんの社会生活に

は特に影響が出るようなところありますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田でございます。 

  今回認定したことによって住民さんへの

メリットとかデメリットがあったかという

御質問でございますけども、それについて

は特にございません。 

  町でのメリットで言えば、交付税の対象

にはなりますので、道路面積で言いますと

ざっと6,０００平米ほど増加しますので、

基礎、交付税の対象の根拠となるものがそ

れぐらい増えるといったものでございます。

ただ、この6,０００平米なんですけども、

このうち、ちょっと今回一緒にやっており

ますときわ台駅前線、既にもう完成してお
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りますけど駅前広場、こちらのほうがざっ

と3,０００平米入っておりますので、実質3,

０００平米ほど増加するといったところで

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

  挙手全員であります。よって、第１３号

議案は原案のとおり可決されました。 

  それでは、１０時４０分まで休憩いたし

ます。１０時４０分に再開いたします。 

（午前１０時２４分 休憩） 

（午前１０時４０分 再開） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  第１４号議案、令和２年度豊能町一般会

計補正予算（第１０回）の件、関係部分の

みを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  順次発言を求めます。 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。よろし

くお願いします。 

  第１４号議案、令和２年度豊能町一般会

計補正予算（第１０回）の件につきまして

説明させていただきます。 

  令和２年度豊能町一般会計補正予算書を

御覧ください。 

  最初に歳出について御説明申し上げます。 

  補正予算書の２０ページ及び３３ページ

の給与費明細を併せて御覧ください。 

  款・総務費、項・総務管理費、目・一般

管理費の１．人件費事業でございますが、

退職手当を補正するものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（中谷 匠君） 

  まちづくり創造課、中谷です。 

  同じく２０ページ、目・企画費、１２．

産官学連携プロジェクト高齢者健康寿命延

伸事業、業務委託料５００万円でございま

す。 

  こちらは、令和２年８月２０日に産官学

連携プロジェクト高齢者健康寿命延伸事業

の研究契約を締結し、大阪大学と連携事業

を開始しております。本事業は新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用し、コロナ感染予防のために外出を控

えた高齢者の方の見守りやフレイル、認知

症を防ぐための研究やアンケート調査を実

施し、どんな生活環境になっても豊能いき

いき生活の実現を目指すものです。 

  補正予算で計上しております５００万円

は、今後も本研究を継続的に実施し、アン

ケート調査結果を参考にしながら介護予防

事業を進め、高齢者に優しいまちづくりを

進めていくものです。 

  なお今回計上しております予算は、令和

３年度に繰越しし、事業を実施するもので

す。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。 

  ２６ページをお開きください。 
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  款８・土木費、項２・道路橋梁費、目

２・道路舗装費の１の道路舗装事業であり

ますが、町道吉川中央線の舗装工事に係る

工事費を補正するものでございます。 

  続きまして、目３・道路改良費の１．橋

梁長寿命化等事業でございますが、橋梁の

修繕工事に係る工事費を補正するものでご

ざいます。 

  続いて、目・４交通安全施設整備費の１．

通学路等交通安全整備事業の事務委託料で

ございますけども、こちらについては街路

灯の点検に関する費用を補正するものでご

ざいます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山谷都市計画課長。 

○都市計画課長（山谷賢一君） 

  都市計画課、山谷でございます。 

  それでは３２ページをお開きください。 

  款１１・災害復旧費、項２・公共土木施

設災害復旧費、目２・公園施設災害復旧費

でございます。 

  これは、令和２年７月災害で発生いたし

ました光風台６丁目緑地災害復旧事業につ

きまして、その後、査定後、実施設計を行

いました結果、増額する必要が出ましたの

で増額するものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中谷まちづくり創造課長。 

○まちづくり創造課長（中谷 匠君） 

  まちづくり創造課、中谷です。 

  歳出の説明は以上であります。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  １４ページへお戻りください。 

  款１５・国庫支出金、項２・国庫補助金、

目１・総務費国庫補助金、節２・企画費国

庫補助金の３．新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金でありますが、歳

出のところで御説明申し上げました産官学

連携プロジェクト高齢者健康寿命延伸事業

に係る国庫補助金であります。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。 

  次に、目５・土木費国庫補助金の節２・

道路舗装費国庫補助金でありますが、歳出

のところで御説明申し上げた道路舗装事業

に係る国庫補助金でございます。 

  節３・道路改良費国庫補助金であります

が、歳出のところで御説明申し上げた橋梁

長寿命化等事業に係る国庫補助金でござい

ます。 

  それから節５・交通安全施設整備費国庫

補助金でありますが、歳出のところで御説

明申し上げた通学路等交通安全施設整備事

業に係る国庫補助金でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  仙波行財政課長。 

○行財政課長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。行財政課の仙波で

す。 

  続きまして１８ページをお開きください。 

  款１９・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金でございますが、

今回の補正による財源調整として1,６０５

万6,０００円を減額するものでございます。 

  続きまして、目２・文化振興基金繰入金

でありますが、歳出事業費の確定に伴い減

額するものでございます。 

  １９ページを御覧ください。 

  款２２・町債、項１・町債、目１・土木

債でございますが、道路舗装事業費及び道

路橋梁長寿命化事業につきまして、国の令

和２年度第３次補正予算の対象として事業

費が増額になったことに伴い補正するもの

でございます。 

  続きまして、目３・教育債、体育施設整

備事業債につきましては、事業費が確定し
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たことにより減額するものでございます。 

 目５・災害復旧債の災害復旧事業債、公園

施設災害復旧事業債につきましては、事業

費が増額となったことに伴い補正するもの

でございます。 

 続きまして、目６・減収補填債であります

が新型コロナウイルスの影響による景気変

動に伴い、通常の増減収を超える減収を生

じた税目を対象として減収補填債を新たに

発行するものでございます。 

  説明は以上です。よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  では予算書の３２ページですか、補正予

算書３２ページをお願いしたいんです。 

  款１１・災害復旧費ですね、項２・公共

土木施設災害復旧費の目の２、公園施設災

害復旧費ということで、先ほどの御説明で

は光風台６丁目の緑地の実施設計ですかね、

それをやったところ増額する必要が出てき

たということなんですけども、内容的どの

ようなことで増額になったというふうに考

えたらよろしいんでしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山谷都市計画課長。 

○都市計画課長（山谷賢一君） 

  都市計画課の山谷でございます。 

  災害復旧でございますので、一旦災害査

定を、国の査定を受けまして、その後一旦

金額は確定したんですけれども、その後ボ

ーリング調査、地質調査をした結果を受け

まして実施設計、実際に施工するための設

計をいたしましたところ若干の工種の見直

し、それと下にはすぐ家が近接しておりま

すので、それに対する安全対策費、この辺

を増加したものでございます。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  今お答えいただいた中で、ほうしゅう、

何ておっしゃいましたか。工事の種類ね。

分かりました。すみません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  管野です。 

  ２０ページの人件費事業の、全員協議会

では早期退職３名分と伺っているんですけ

ど、この全体の内訳を聞かせてください。

全部の6,２００万の内訳を聞かせてくださ

い。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  内訳と申しますのは早期退職者３名とい

うことでございますが、それぞれ１名ずつ

のということですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  この6,２００万トータルの内訳を聞かせ

てください。トータルの。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  今回補正させていただきます6,２０４万7,

０００円でございますが、これは３名の職

員が早期退職をするということで退職手当

を３名に支払う分の合計額でございます。 



18 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  大きな金額ですか。３名で6,２００万な

んですか。はい、分かりました。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  すみません、職業選択の自由ってあると

思うんですけれど何か理由があるんですか。 

  早期退職の。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  早期退職の制度でございますが、職員数

を長い目で見てどれくらいにというような

ところを考えていく中で、こういう制度を

つくっておりますので、通常、退職すると

きの給料月額に対しまして３％の上乗せを

すると、５９歳の方につきましては残り１

年ですので２％ということになっておりま

すが、その給与月額に対しまして３％とい

うのを乗せた額で計算いたしますので、通

常その３％がある分とない分でちょっと若

干の金額の差は出てくるかと思います。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  次の質問いきます。 

  １２番の産官学連携プロジェクト云々と

いうところですけども、高齢者に優しいま

ちづくりのアンケートというのは、まちづ

くり課がやるんですか、福祉課がやるんで

しょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  おはようございます。健康増進課の小森

でございます。 

  この事業を所管しておりますのは、健康

増進課でやらせていただいておりまして、

ただいまの質問なんですけれども実は２月

にですね、このコロナ禍における高齢者の

生活実態アンケートということで阪大の神

出教授とともに、案をつくっていただきま

して実施させていただいております。実は

２月のいっぱいの締切りということで、今

６０％ぐらいの回答率をいただいておりま

す。 

  内容につきましては、このコロナ禍にお

きまして、特に高齢者の方が居宅にずっと

閉じ籠もりがちになっているということで、

その場においての生活の実態でありますと

か、例えばいろいろコミュニケーションツ

ールですね、ＩＴ関係とかどのような使用

状況だったのかをちょっとその中でアンケ

ートに盛り込ませていただいておりまして、

その結果をもちまして、今後、我々の高齢

者、特に高齢者の方についての、例えばＩ

Ｔの活用でありますとかその辺の材料にし

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  そしたら、またそのアンケートの結果に

よって、さらに補正予算組まれて事業を行

うということでよろしいんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  小森健康増進課長。 

○健康増進課長（小森 進君） 

  健康増進課の小森でございます。 

  おっしゃるとおりですね、分析の結果を

用いまして、これは福祉だけの活用になら

ないのかなと思っております。これから町

全体でまちづくりを行う際にですね、災害
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のことであったりいろんなことにも活用で

きるのかなというふうに考えてますので、

その都度、今後政策の中で徐々にいろんな

ことを事業化するかなと、これは福祉だけ

に限らないかなと思ってます。 

  今回、補正に挙げさせていただきました

が先ほどまちづくり課長から申し上げてま

すとおり、今年度、特に見守りの救急タグ

カード、これが３００人の予定をしておる

んですが、実績は２６９名の方に配布させ

ていただいております。 

  それと、ＡＩを活用したフレイルの認知

症予防ということで、今年度につきまして

はいきいきデイサービスにおきまして、こ

れも阪大が開発しております視覚機能で認

知をはかるような開発をされておられまし

て、まず事業を実施する前に各方の認知度

を視覚による認知度をまずはかりまして、

小さなロボットであるとか、いろいろ体を

動かしたりとか、その間２か月ほどしてい

ただきまして、最終的にもう一度認知機能

をはかってその事業がどうやったのかと評

価すると。これまだ結果はいただいてない

んですけれども、これも実施は終わってお

ります。 

  これを、まずはタグカードにつきまして

は、いろんな民生委員さんがやられてる活

動でありますとか、いろんな形で見守り活

動されているんですけれども、できればこ

のタグカードを全般的に広めて、もう一つ

外出の促しができないかなというふうなこ

と考えてます。予算とですね。 

  先ほど申し上げました、ＡＩの活用、フ

レイルの活用につきましては、来年度につ

きまして通いの場のほうでこれが実践でき

ないかなと、ちょっと広げていくと、裾野

を広げていくということを考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  すみません、２０ページのさっきの人件

費のとこで、もう少しちょっとお伺いした

いことがございます。 

  早期退職者３名ということに、確かお伺

いしておりましたけども、言うてええんか

な、副町長はいずれお戻りになられるみた

いなこと、私一般質問で言わせてもらいま

したけども、副町長なんかの場合も４年の

ところ早めに帰りはったら、それは早期退

職みたいなことになってくるんですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  副町長につきましては特別職でございま

すので対象とはなりません。 

○委員長（寺脇直子君） 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  ということは、早期退職ではないという

ことなので別枠でその分は確保されている

いうことなんですね、そしたらね、人件費

というか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  秘書人事課、池田でございます。 

  一般的に特別職につきましては、当然条

例で退職手当というものが定められており

ますので、実際に任期が満了する年度にお

きましてはその年度の当初予算に退職手当

を計上させていただくわけですが、今回、

池上副町長につきましては、大阪府のほう

から町のほうに来ていただいてるというこ

とで、退職手当を引き継ぐという条例がご

ざいますので、本町の予算で退職手当を計

上するというものではございません。 
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○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  ちょっとよろしいですか。 

  ２１ページの防災対策事業はちょっと減

額になってるんですけども、詳しく説明お

願いします。 

  浜本総務課長。 

○総務課長（浜本正義君） 

  総務課、浜本でございます。 

  防災対策事業減額になってますのは、業

務委託料９２万円とかなってますけど、こ

れは防災対策事業で組んでおります業務委

託料の中の全体を見まして、入札差金だと

かそういうので、結果で９２万円を減額し

たということでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  中川委員。 

○委員（中川敦司君） 

  中川です。 

  ２６ページ、これは目の道路改良費かな。

これ多分今の質問とよく似てますけども、

業務委託料が結構減額になってますけども、

これも入札差金とかそういった内容で金額

がこんだけ要らなくなったということなん

でしょうか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。 

  委員おっしゃるとおり、落札に伴う事業

費の確定に伴うものでございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

  挙手全員であります。よって、第１４号

議案は原案のとおり可決されました。 

  第１７号議案、令和２年度豊能町下水道

事業特別会計補正予算（第１回）の件を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  山谷都市計画課長。 

○都市計画課長（山谷賢一君） 

  都市計画課の山谷です。 

  それでは、第１７号議案、令和２年度豊

能町下水道事業特別会計補正予算（第１回）

につきまして御説明させていただきます。 

  お手元の補正予算書１ページをお開きく

ださい。 

  第１条といたしまして既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ1,６２２万3,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ４億8,３４８万7,０００円とする

ものでございます。 

  第２条、地方債の補正でございますが、

３ページの「第２表 地方債補正（変更）」

を御覧ください。事業費が確定したことに

より限度額を増額するものでございます。 

  それでは、今回の補正につきまして歳出

より御説明させていただきます。 

  ７ページをお開きください。 

  まず款１・下水道費、項１・下水道管理

費、目１・下水道総務費の公課費でござい

ますが、1,７４５万3,０００円の減でござ

います。これは消費税額の確定により減額

するものでございます。 

  次に項２・下水道整備費、目１・下水道
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整備費でございますが、これは国の補正予

算に伴い、流域下水道事業の事業量増加に

伴う負担金の増によるものでございます。 

  続きまして、歳入につきまして御説明さ

せていただきます。 

  ６ページにお戻りください。 

  款５・繰入金につきましては、事業費の

確定に伴う減額でございます。 

  款８・町債につきましては、流域下水道

事業負担金の増により増額するものでござ

います。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ７ページの２番目の公共下水道道路建設

事業です。事業量の増加というのは具体的

にどういうことですか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  山谷都市計画課長。 

○都市計画課長（山谷賢一君） 

  都市計画課の山谷でございます。 

  これは流域下水道事業の負担金でござい

まして、原田処理場のほうで事業、国の補

正予算に伴いまして事業量の増加、主に前

倒し来年度予定した分を若干前倒ししたと

か、内容的にはそういうものでございます。 

  以上です。 

○委員長（寺脇直子君） 

  ほかに質疑ございますか。 

  よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  それでは質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は原案のとおり可決と認めることに

賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（寺脇直子君） 

  挙手全員であります。よって、第１７号

議案は原案のとおり可決されました。 

  以上で本委員会に付された案件は全て終

了いたしました。 

  続きまして、その他について何かござい

ませんか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ときわ台駅前の駐輪場の件なんですけれ

ど、随分単車が止まっていたりするんです

けどもね、それの調査をなさっているのか

ということと、あとロータリーを整備され

たとき、整備された後なんですけれど、車

は順調に中のロータリーを使っているのか、

バスがめったに来ないので外回りを使って

いるのか、そういう調査をなさったことあ

りますか。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。 

  ２点御質問あったと思います、１つ自転

車駐車場の調査、台数調査はというお話で

すけども、毎月シルバー人材センターさん

のほうで台数調査、原付と自転車の台数調

査はやっておりますので、町のほうは把握

しております。おっしゃるとおり、結構と

きわ台の駐輪場の、駐車場の中がちょっと

満席になってるというのは認識はしており

ます。 

  それからロータリーのほうの車の駐車状

況はというお話ですけども、ちょっと昼間
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については何度かパトロール等で見に行っ

たりはしますので、そんなときに車がどう

いう形で止まっているかというのは、課の

中では見回ったりはしておりますけど、ち

ょっと夜間というか夜になってからですね、

６時、７時以降までは調査はできておりま

せん。 

○委員長（寺脇直子君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ぜひ調査していただきたいなと思います。

大変ですけどね、朝、夕は。 

  それと駐輪場の件ですけれども、無料に

なっていますけれど、あそこは能勢電に地

代を払っているからやっぱり有料化を検討

されたらどうかなと思うんですけど、これ

はまた提案なので考えてください。 

○委員長（寺脇直子君） 

  坂田建設課長。 

○建設課長（坂田朗夫君） 

  建設課の坂田です。 

  今年度に入りまして、令和２年度なんで

すけども、町長のほうからときわ台も含め

た光風台、妙見口も含めまして自転車駐車

場の有料化について検討するようにという

ことで指示がございまして、４月以降、秋

口１１月ぐらいまでかけてコンサルも入れ

ながらですね、そのコンサルというのは光

風台の自転車駐車場を来年度、第二と第三

駐車場を一旦整備するということで、第一

駐車場の調整池の上を一旦廃止すると、一

旦というか廃止するという目的でコンサル

発注しております。その中で、有料化、無

料化について検討するようにということで

仕様書にもうたっておりますので、その中

で検討させていただいております。 

  結論から申しますと、結局有料化よりも

無料化のほうが町にとってはマイナスが少

ないといった結論が出まして、有料化にす

るとその資機材というかを一旦入れ、イニ

シャルコスト、それからランニングコスト

がかかって、人件費も含めてかかってくる

と。無料化についてはそういったものがな

いということなので、今の１つの駐車場当

たりで確か数十万円くらいで済むんですけ

れども、掛ける３で済むんですけども、ち

ょっと今手元に資料ありませんけども、そ

れを有料化にした場合は、年間で１００万

か２００万ぐらいずっとマイナスが、ちょ

っとそれよりもプラスかかってしまうとい

ったことの結論が出ましたので、秋口くら

いに町長、副町長にはその旨を説明させて

いただいております。 

○委員長（寺脇直子君） 

  よろしいですか。 

  以上で本委員会を閉会したいと思います。 

  これに異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（寺脇直子君） 

  異議なしと認めます。よって、本委員会

は閉会することに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  本委員会の閉会に当たり、町長から挨拶

がございます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  適切に御審査いただきましてありがとう

ございます。御意見頂戴いたしました件に

ついては、執行のところで十分注意をしな

がらはかっていきたいと思います。 

  最後ですけれども、今週ですけれども３

月１１日、御承知のとおり東日本大震災１

０年の追悼式が行われます。私たちも同じ

時間帯によって黙禱をささげたりというこ

とをさせていただきます。３月１１日の２

時４６分、この段階で１分間の黙禱をささ

げ、そして庁舎のところの半旗を掲げさせ
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ていただきたいと思いますので皆様もどう

ぞよろしくお願いいたします。 

  災害につきましては、私もちょうど３月

１１日東京に出張しておりまして、東京で

はもう本当にビルの高層ですから、もう立

っておられないぐらいの大きな揺れがあり

ました。 

  もう突然大きな公園のところにビルから

皆さん出てこられて、そこで待機をしてる。

何だ、何だというところですけれども、そ

のときにはやはりスマホの情報自身もアク

セスが過多になって、もう本当に情報が通

じないという状態になりましたし、それか

ら皆さん帰宅をされるのに歩いて帰られる

と。都内のところから八王子、埼玉そうい

うところまで皆さん歩いて翌朝までなった。

そして、帰りの途中ではコンビニのところ

の水、おにぎりとかお菓子全てがもう本当

になくなった状態になりました。 

  災害のときっていうのは、本当に大変な

ことになるというところを想定しながら進

めていかないといけませんけれども、私も

当時ほっとしたというのは、大型のホテル

がありますけども、ここはすぐに帰宅困難

者、ロビーが非常に広うございますし、ソ

ファがいっぱいあると、そこを開放されて

困難の方々を受け入れられたり毛布からシ

ーツ、足りないのでシーツまで含めて皆さ

ん出されて、水の提供もされてたというこ

とで、やはりそういうような危機管理と住

民の皆さんに支えるということが、あのと

きには本当にできたなというように感じて

おります。 

  我々のところはさらに今後もそういう災

害のときにどうするかというところが一番

課題になりますけども、しっかり今回の地

震の１０周年ということで改めて考えてい

きたいというように存じます。 

  最後に当たりますけれども、本当に御審

査賜りましてありがとうございます。 

○委員長（寺脇直子君） 

  これをもって総務建設常任委員会を閉会

いたします。どうもお疲れさまでした。 

 

 

午前１１時１０分 閉会 
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